
議案第２０号  

 

財産の貸付けについて 

 

財産を下記のとおり減額貸付けするため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年３月３日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

１ 減額貸付けする財産 

    土地 かすみがうら市坂２０２５番１、２０２５番２、２０３９番１、

２０３９番２、２０３９番５、２０３９番１０、２０３９番１１、

２０３９番１２、２０３９番１３、２０３９番１４、２０４２番、

２０４２番１、２０４２番３、２０４２番４、２０４３番１、２

０４３番２、２０４３番３、２０４３番４、２０４３番５、２０

４４番１、２０４４番２、２０４４番３、２０４４番４、２０４

５番、２０４５番２、２０４５番３、２０４５番４、２０４６番、

２０４７番、２０４７番２、２０４７番３、２０４９番１、２０

４９番５、２０５０番３、４６４０番  

地籍 ２２８１１．５６平方メートル 

    建物 

      （１） 校舎 

         構造 鉄筋コンクリート ２階建て 

         延べ床面積 １，８９５平方メートル 
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      （２） 校舎 

         構造 鉄筋コンクリート ２階建て 

         延べ床面積 ５９９平方メートル 

      （３） ランチルーム 

         構造 木造 １階建て 

         延べ床面積 １９５平方メートル 

      （４） プール 

         延べ床面積 ６６４．７５平方メートル 

      （５） プール付属屋 

         構造 木造 １階建て 

         延べ床面積 ７７平方メートル 

 

 ２ 減額貸付けの相手方 

東京都渋谷区代官山町９番１０号 

株式会社 運動会屋 

代表取締役 米司 隆明 

 

３ 貸付期間  

令和４年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

 

 ４ 減額後の貸付料  

年額１，０００，０００円 

 

５ 減額貸付けの理由 

   当該財産について、廃校施設の有効活用、地域活性化、市負担経費の削減 

が図られるため、減額貸付けを行うもの。 
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